
習志野都市計画第一種市街地再開発事業の決定（習志野市決定） 

 
都市計画津田沼駅南口地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。 
 
 

名 称 津田沼駅南口地区第一種市街地再開発事業 

面 積 約3.4ｈａ 

公

共

施

設

の

配

置

及

び

規

模 

道 路 

種 別 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

幹線街路 

都市計画道路 

３・３・２号 

津田沼駅前線 

12.0ｍ（24.0ｍ） 約 150ｍ ― 
整備済 

（ ）内は全幅員 

起点付近に津田沼駅南口 

交通広場を設ける 

約7,790㎡ 

（約8,850㎡） 

一部拡幅 

（ ）内は全面積 
（駅前上空デッキ約2,500㎡を含む） 

幹線街路 

都市計画道路 

３・４・８号 

菊田台谷津線 

6.7ｍ（20.0ｍ） 約 190ｍ ― 
整備済 

（ ）内は全幅員 

幹線街路 

都市計画道路 

３・４・１９号 

津田沼谷津線 

8.0ｍ（16.0ｍ） 約 180ｍ ― 
整備済 

（ ）内は全幅員 

幹線道路 市道00-002号線 12.0ｍ（24.0ｍ） 約 150ｍ ― 
一部拡幅 

（ ）内は全幅員 
（都市計画道路3・3・2号線を含む） 

幹線道路 市道00-105号線 9.2ｍ（22.5ｍ） 約 195ｍ ― 
整備済 

（ ）内は全幅員 
（都市計画道路3・4・8号線を含む） 

幹線道路 市道00-001号線 8.0ｍ（16.0ｍ） 約 180ｍ ― 
整備済 

（ ）内は全幅員 
（都市計画道路3・4・19号線を含む） 

公園及び緑地 
種 別 名 称 面 積 備 考 

― ― ― ― 

下 水 道 ― 

その他の  

公共施設  
― 

建築物の整備に 

関する計画 

建築物 敷地面積に対する 

主要用途 

備考 

建築面積 延べ面積 
建築面積の

割合 

延べ面積 

の割合 
高度利用地区の制限内容 

約18,300㎡ 

約220,000㎡ 

 

容積対象面積 

約164,500㎡ 

約 9/10 約 80/10 

劇 場 

 

商 業 

 

住 宅 

 

業 務 

   

  等 

容積率の最高限度   80/10 

容積率の最低限度   30/10 

建ぺい率の最高限度 7/10 

建築面積の最低限度 200㎡ 

壁面の位置の制限   4ｍ未満3ｍ 

           4ｍ以上2ｍ 

ただし、建ぺい率の最高限度は、建築

基準法第 53条第3項各号のいずれかに該

当する建築物にあっては 1/10を加え、

同項各号のいずれにも該当する建築物又

は、同条第５項第 １号に該当する建築

物にあっては2/10を加えたものとする。 

建築敷地の  

整備に関する計画 

建築敷地面積 整備計画 

約 20,600㎡ 

・駅前に相応しい魅力ある都市環境を形成するため秩序ある土地の高度利用

を促進し、多様なニーズに対応した文化施設や拠点的な商業施設、都市型

住宅等の導入を図る。 

・駅前広場の再整備にあわせて建築敷地内に企業バス乗降場を整備し、交通



結節点としての機能強化を図る。 

・歩道と一体的な歩道状空地を整備するとともに、駅前上空デッキと連続し

た歩行者通路を整備することで、誰もが快適に利用できる歩行者ネットワ

ークの形成を図る。 

・建築物の屋上に約4,000㎡の広場を整備し、駅前上空デッキと連携しながら既

存の緑地機能の維持・向上、駅前の賑わい形成を図る。 

「施行区域、壁面の位置の制限、公共施設の配置は計画図表示のとおり」 

 

理由：駅前広場の再整備、文化施設や商業施設の導入など、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図

るため、第一種市街地再開発事業を決定する。 

 



第一種市街地再開発事業の決定理由書 

 

 

本地区は習志野市都市マスタープランにおいて「広域拠点」に位置づけ、習志野都市計画都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針では、地域毎の市街地像として、魅力ある都市環境を有す

る広域的な拠点の形成を目指し、周辺との調和に配慮しつつ、交通結節点としての機能強化や商

業・業務・文化機能等の集積を図ることにより、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新を図ることが示されている。 

また、習志野都市計画都市再開発の方針では、商業・業務・文化機能等の集積を図り、秩序あ

る土地の高度利用を促進することや、民間活力の導入により、駅前広場及び公園等の公共施設と

調和した商業・業務・文化施設の更新を図ることが示されている。 

一方で、商業施設「モリシア津田沼」や習志野文化ホールは建設後約４５年が経過し、老朽化

や陳腐化が進むとともに、駅前広場においてもバス乗降場の不足や一般車乗降場の未整備などが

課題となっている。 

このような背景を踏まえ、時代のニーズに対応した拠点的な商業施設や“音楽のまち習志野”

のシンボルとなる習志野文化ホールの再建設により、広域拠点にふさわしい文化とにぎわいの拠

点形成や防災機能の向上を図るとともに、駅前広場の再整備や企業バス乗降場の設置により、交

通結節点としての機能の拡充を図ることにより、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新を図るため、第一種市街地再開発事業を決定するものである。 



都市計画を定める土地の区域 

 

習志野市谷津１丁目及び谷津７丁目並びに津田沼１丁目及び津田沼２丁目並びに奏の杜１丁目の各一部 














